
ア

特認校在校生の兄弟姉妹

※在校生と新入生（または転入生）の就学

の時期が重なる場合に限ります。

新入生と入れ替わりで在校生の兄姉が卒

業してしまう場合などはこのグループに

含まれません。

イ

ア以外の、通学条件を満たす者

※スクールバスを利用する場合はこのグ

ループに含まれません。

ウ

ア・イ以外の、スクールバスを

利用する者

【新入学に限り対象に含める】

① まず、学年別に、入学候補者を次のア～ウにグループ分けします。（転入学の場合はア・イのみ）

「特認入学決定日」に、特認入学の受入れ人数（定員）が決まります。この特認入学の定員に達する

まで、アから優先して、グループ単位で順番に、入学候補者を入学者に決定します。

特認入学の定員が

12名のとき

例

ア
（４名と仮定） イ

（９名と仮定） ウ
（３名と仮定）

第一優先 次に優先 一番最後

この学年の特認入学の定員の枠

アの４名 イの９名

グループ全員が

定員におさまる

４名全員入学

グループ全員が定員に

おさまらずあふれる

抽選をして

８名が入学

グループが誰も

定員におさまらない

３名全員

入学不許可

グループ単位で順番に、定員におさめていく

特認入学の定員に一部おさまるが、全員はおさらまず、定員からあふれてしまうグループでは、抽選

を実施して、定員に達する人数までに限り入学者に決定します。

②

③

特認入学の決定方法 恵庭市教育委員会


